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令和７年第１回つがる市議会臨時会会議録 

  

議事日程（第１号） 

 令和 ７年 １月２４日（金曜日）午前１０時開会、開議 

１ 開会、開議宣告 

１ 議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件 

          （令和６年度つがる市一般会計補正予算（第６号） 

日程第５ 議案第２号 令和６年度つがる市一般会計補正予算（第７号）案 

                                            

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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出席議員（１７名） 

 １番  平 田 浩 介   ２番  三 橋 あさみ   ３番  山 内   勝 

 ４番  秋田谷 建 幸   ５番  齊 藤   渡   ６番  田 中   透 

 ７番  佐々木 敬 藏   ８番  長谷川 榮 子   ９番  成 田   博 

 10番  木 村 良 博   11番  佐 藤 孝 志   12番  野 呂   司 

 13番  天 坂 昭 市   14番  成 田 克 子   15番  佐々木 慶 和 

 16番  平 川   豊   18番  髙 橋 作 藏 

 

欠席議員（１名） 

 17番  山 本 清 秋    
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地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

   市     長      倉 光 弘 昭 

   副  市  長      今   正 行 

   教  育  長      山 谷 光 寛 

   総 務 部 長      高 橋 一 也 

   財 政 部 長      平 田 光 世 

   民 生 部 長      高 橋   勉 

   健康福祉部長      島 田 安 子 

   経 済 部 長      三 上 恒 寛 

   建 設 部 長      成 田 正 隆 

   教 育 部 長      鳴 海 義 仁 

   消  防  長      江 良 康 博 

   総 務 課 長       西 正 美 

   財 政 課 長       西 明 仁 

   市 民 課 長      川 越 七 重 

   福 祉 課 長      宮 西 良 和 

   農林水産課長      佐々木 雅 規 

   建築住宅課長      秋田谷 有 正 

   教育総務課長      小田桐 勇 人 

   消 防 次 長      田 中 久 仁 

 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

   事 務 局 長      山 口 淳 志 

   議事総務課長      三 上 雅 弘 

   議事総務課長補佐     福 士 寿 幸 

   主     査      成 田 耕 太 
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      ◎開会、開議宣告 

〇議長（木村良博君） おはようございます。ただいまの出席議員数は17名です。定足数に達してい

ますので、令和７年第１回つがる市議会臨時会を開会します。 

（午前１０時００分） 

                                            

      ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（木村良博君） 本日の議事日程は、タブレットに配信のとおりであります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、３番、山内勝議員、４番、秋田谷

建幸議員を指名します。 

                                            

      ◎会期の決定 

〇議長（木村良博君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本臨時会の会期は本日１日にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（木村良博君） ご異議なしと認め、会議は本日１日と決定しました。 

                                            

      ◎諸般の報告 

〇議長（木村良博君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本日、山本清秋議員より欠席の届け出がありましたので報告します。 

  地方自治法第121条第１項の規定に基づく本臨時会の説明員については、タブレットに配信の名簿

のとおりであります。 

  次に、市長から報告第１号 専決処分した事項の報告の件 令和６年専決第23号和解及び損害賠

償の額の決定の件の報告１件について提出があり、タブレットに配信しております。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

                                            

      ◎議案第１号～議案第２号の上程、提案理由の説明 

〇議長（木村良博君） 日程第４、議案第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（令

和６年度つがる市一般会計補正予算（第６号））及び日程第５、議案第２号 令和６年度つがる市

一般会計補正予算（第７号）案の計２件を一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  倉光市長。 
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            〔市長 倉光弘昭君登壇〕 

〇市長（倉光弘昭君） 皆さま、おはようございます。本日ここに、令和７年第１回つがる市議会臨

時会の開会にあたり、上程されました議案について、その概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に

供したいと思います。 

  本臨時会に提出いたしました案件は、専決処分１件、予算案１件の合わせて２件であります。 

  まず、専決処分した事項についてご説明申し上げます。 

  議案第１号 令和６年度つがる市一般会計補正予算（第６号）は、国の物価高騰支援に基づき臨

時給付金支給事業に係る費用並びに今冬の豪雪に対応する除排雪費用について、早急に措置する必

要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第１項の規定に

基づき、本職において専決処分したものであります。 

  続きまして、予算案についてご説明申し上げます。 

  議案第２号 令和６年度つがる市一般会計補正予算（第７号）案は、物価高騰へ緊急に対応する

ための経費について所要の予算措置を講ずるものであります。 

  その結果、一般会計の予算規模は既決予算に１億3,993万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を256億3,035万7,000円とするものであります。 

  それでは、歳出に計上された主なるものについて、款を追ってご説明申し上げます。 

  ３款民生費では、社会福祉費において、生活困窮者灯油購入助成事業に係る費用を計上いたしま

した。 

  ６款農林水産業費では、農地費において高騰している農業水利施設に係る電気料金の負担を軽減

するための補助金を計上いたしました。 

  ７款商工費では、商工業総務費において、物価高騰緊急対策生活応援商品券給付事業に係る経費

を計上いたしました。 

  次に歳入予算について、ご説明申し上げます。 

  主なる財源といたしましては、歳出との関連における国・県支出金を計上いたしました。 

  また、財源調整は財政調整基金からの繰入金により、全体の補正額を調整したところであります。 

  以上、提出議案の概要についてご説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、ご質問に応じ、本

職をはじめ関係者から詳細にご説明申し上げたいと思います。 

  何とぞ、慎重にご審議の上、原案どおり御承認、御議決を賜りますようお願い申し上げ、提出議

案の説明といたします。 

  以上であります。 

〇議長（木村良博君） 提案理由の説明が終わりました。お諮りします。ただいまの議案２件につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略し直ちに審議したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
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            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（木村良博君） ご異議なしと認めます。 

  よって、ただいまの議案２件については委員会付託を省略し、これより直ちに審議することに決

定いたしました。審議の方法は議案ごとに質疑を行い、質疑終了後、一括して討論、採決とします。 

                                            

      ◎議案第１号の質疑 

〇議長（木村良博君） 日程第４、議案第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件、令

和６年度つがる市一般会計補正予算を議題とします。 

  担当部より補足説明があります。 

  西財政課長。 

〇財政課長（ 西明仁君） 改めまして、おはようございます。 

  それでは、議案第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件についてご説明いたしま

す。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、次の通り専決処分したから、同条第３項の規定に基づき、

これを報告し、その承認を求めるものでございます。専決処分した事項は、令和６年度つがる市一

般会計補正予算６号でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億5,756万3,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ254億9,042万円とするものでございます。 

  本補正予算は国の物価高騰対策支援給付費及び除雪対策費の追加でございます。それでは補正の

内容について説明いたします。歳出から説明いたします。 

  ８ページをお願いいたします。３款１項９目物価高騰対策支援給付費につきましては、国の物価

高騰支援に基づき、住民税非課税世帯に３万円、その世帯の18歳以下の生徒児童に１万円、１人当

たり２万円を追加して給付するものでございます。18節負担金補助及び交付金において、物価高騰

生活支援臨時給付金１億5,420万円を計上しております。 

  次に８款２項４目除雪対策費におきましては、12節除雪作業委託料9,000万円、13節では除雪機械

借上料１億3,000万円を計上し、除雪対策費３億円を計上いたしました。 

  次に歳入についてご説明いたします。 

  ７ページにお戻りください。財源につきましては、15款２項１目総務費国庫補助金、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金、１億5,756万3,000円につきましては、歳出で説明しました物価高

騰対策支援給付事業に全額充当されるものとなってございます。 

  除雪対策費につきましては、財政調整基金からの繰入金３億円を充当するものでございます。 

  説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇議長（木村良博君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。なお質疑の際はページと項目を示してください。 

  秋田谷議員。 

〇４番（秋田谷建幸君） 改めましておはようございます。 

  私の方からは８ページの８款２項４目の除雪対策費についてちょっと質問したいと思います。除

雪対策予算については、今冬大雪により除排雪予算の執行が多くなったこともあり、国では大雪に

係る特別交付税を前倒しで交付されましたが、先の県で発表した大雪による災害救助法の適用につ

いて、本市が適用外となっているが、近隣の市、町は該当になっておりますが、基準はどのように

なっているか分かっていたら説明していただきます。 

〇議長（木村良博君） 総務部長。 

○総務部長（高橋一也君） はい。おはようございます。災害救助法の適用基準ということでござい

ますけども、今行っております救助法による適用でございますけども、これは１月４日、青森県が

指定したわけでございますけれども、その１月４日時点で、積雪量によって、災害対策本部、市町

村の対策本部を設置している市町村を対象としております。 

  その時点で本市は積雪が90センチと対策本部設置の基準が、120センチなんですけども、積雪その

時点で90センチでございましたので、対策本部設置には至っておりません。そういうわけで今県で

指定します災害救助法の対象市町村とはなってございません。 

  ただ先日、対策本部、先週ですけれども、設置しておりますので、今後救助法の適用になるのか

どうかは、県との調整でございますけれども、つがる市が対象になっていないのはそういう事情で

ございます。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） 秋田谷議員。 

〇４番（秋田谷建幸君） この基準が積雪っていうので、私も先ほど控え室のほうで話しになって大

分前、議会の方でもかなり話になったらしいですけども、積雪を測る積雪計の設置場所等どういう

経緯で、今の地区に決まったのか、ちょっと説明していただきたいですけれども。 

〇議長（木村良博君） 高橋総務部長。 

○総務部長（高橋一也君） はい。積雪を測る観測所でございますけれども、経緯はちょっと私把握

してないですけども、以前は林地区と車力地区に観測所が２か所ございました。 

  それで、その２つの観測所が非常に積雪量の少ない地域でございまして、実態に沿っていないと

いうことで、現在はこの２つのほかに銀杏ヶ丘公園。これにも観測所を設けております。 

  この銀杏ヶ丘公園の観測所は大体この地域の実態に即した積雪量が出る感じになってございます

ので、先ほど言いました１月４日現在の積雪量90センチ、これも銀杏ヶ丘公園の数値でございまし

て、その時点での林と車力観測上は47センチと55センチということで、非常に低くなっております。
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そういう観測所３点ございます。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） 秋田谷議員。 

〇４番（秋田谷建幸君） そうすれば近隣の市町では積雪が多くなるようなところに設置しているの

か。我がつがる市は、私は車力ですけども、うちほうは確かに雪は積雪はないです。飛ばされちゃ

うんですよね。そういうところにあっても、どのようなものかと思います。銀杏ヶ丘公園もしくは

柏とか森田とか、そういうところに設置すると。除雪で動かなきゃならない大量の雪を除雪排雪し

なきゃいけないところとマッチングするのかなと思うんですけども、うちの方は防雪柵とかしっか

りしているので、道路はそんなに雪、大したしたことないです。流れがついたところは大変なんで

すけども、なので、そういうのもこれから見直していってはどうかと思うんですけども、いかがで

しょうか。 

〇議長（木村良博君） 高橋総務部長。 

○総務部長（高橋一也君） はい。議員の意見を参考に、今後、観測所増やせるのであれば検討して

参ります。 

〇議長（木村良博君） 秋田谷議員。 

〇４番（秋田谷建幸君） 道路の除雪等の質問のほかに農作業に関する質問についてちょっと懸念と

いいますかいろいろあるのでちょっと聞きたいことなんですけども。大雪でりんご園や田畑など、

りんごの木の枝折れや育苗ハウスの倒壊などを予想されますが、先の新聞にも掲載されております

が、農道等の幹線道路の除雪の時期を早めるべきと考えていますが、関連として、１月17日につが

る市豪雪対策本部を設置し、重点対策として４つほど項目を挙げておりましたが、融雪剤の助成要

望などあるようですが、具体的に取り組みした内容と、今後行う予定となっているのはあるのか、

また農業施設の調査とあるが、大雪によるハウス倒壊などの被害件数等は把握しているか。 

  よろしくお願います。 

〇議長（木村良博君） 成田建設部長。 

〇建設部長（成田正隆君） 建設部の方から農地の幹線道路の除雪の時期を早めるべきというご意見

についてお答えいたします。 

  りんご樹園地の幹線道路の除雪につきましては、柏地区においてはすでに実施しております。ま

た森田地区においても、来週中には実施するよう、手配しております。 

〇議長（木村良博君） 経済部長。 

〇経済部長（三上恒寛君） 改めまして、おはようございます。私からはまず、農業施設のハウス等

の崩壊の被害件数ということですが、現在３件で６棟の倒壊の報告がございます。 

  今後、りんごの木等については、今後融雪が進めば、状況等がもっとはっきりするのではないか

と思います。 



- 9 - 

  それから融雪剤の要望等についてですけども、現在ＪＡ等と協議して、どういうふうなやり方で

進めていくかというのを協議しているところでございますので、それが決まり次第早急に対応した

いと考えております。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） 秋田谷議員。 

〇４番（秋田谷建幸君） りんごの枝の剪定等今一番大事な時期になってきていると思いますので、

道路を除雪しないと園地まで行けないと思いますので、何とかあと融雪剤の方の農協との連携、き

ちんとやってもらって、しっかりと対応していただきたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） ほかにありませんか。 

  長谷川榮子議員。 

〇８番（長谷川榮子君） ８ページ、８款２項４目の除雪対策費とありますけれども、まず、農業関

係で、例えばハウスの倒壊とかそういうものの被害は把握していますか。 

〇議長（木村良博君） 榮子議員、今質問あってそれに対して答弁したところで確認の… 

〇８番（長谷川榮子君） 関連でお願いします。 

  実はなんでこれ聞いたかというと、メロンロードが冬の間除雪されてないんです。奥の方という

か、メロンロード沿いにうちの方はハウスがたくさんあるんですけれども、行けなくって把握でき

ていないんですよ。 

  そういうことで、できればもうそろそろメロンの苗なんかの栽培にかかる時期なんですけれども、

非常に困ってるところがあります。もしかして行っても潰れてないところもあるかも分かりません

けれど、確認できないので、困ってるもんでこの天気でもしかしたら行けるようになるのかなとい

うことで、私昨日その近くまで行ったんですけれども、軽トラでも行けないです。早く確認したい

ということで、今こういうことをお願い、お願いというか把握できているかというふうに今聞いた

わけなんです。 

  担当部長よろしくお願いします。 

〇議長（木村良博君） 三上経済部長。 

〇経済部長（三上恒寛君） 件数については先ほど６棟ということですけれども、これから農道が通

って、現場の方に行くようになるともっと件数も増えてくるのではないかというふうなことも考え

ております。 

  また幹線道路についても、現在りんごの樹園地を重点的にやっているんですけども、天気を見ま

して、幹線の方も担当の建設部の方にもお願いして、早急に農道の方も通していただきたいという

ふうな要望していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇議長（木村良博君） ほかにありませんか。 
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            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（木村良博君） ないようですので質疑を終わります。 

                                            

      ◎議案第２号の質疑 

〇議長（木村良博君） 日程第５、議案第２号 令和６年度つがる市一般会計補正予算第７号案を議

題とします。 

  担当部より補足説明があります。 

  西財政課長。 

〇財政課長（ 西明仁君） 議案第２号 令和６年度つがる市一般会計補正予算第７号案についてご

説明いたします。 

  今回の補正は第１条において規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億3,993万7,000円

を追加し、歳入歳出の予算の総額を256億3,035万7,000円とするものでございます。また第２条にお

いては、繰越明許費の追加を定めてございます。 

  本予算の主なものは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る事業が主なものとな

ってございます。 

  それでは歳出からご説明いたします。８ページをお開きください。 

  ３款１項１目社会福祉総務費におきまして、生活困窮者灯油購入助成事業費を計上してございま

す。対象者としましては、令和６年度住民税が非課税の世帯に3,000円を助成するものでございます。 

  次に６款１項１目農地費におきましては、土地改良区が管理している農業水利施設の電気料高騰

分に対する補助金として1,852万円を計上してございます。 

  次に７款１項１目商工業総務費におきましては、非課税世帯以外の方も物価高騰の影響を受けて

いるということで、物価高騰生活支援臨時給付金給付対象世帯に該当しない市民１人当たり4,000円

の商品券を給付するものでございます。 

  ７節では、物価高騰緊急対策生活応援商品券8,880万円、そのほか事務費を計上したものでござい

ます。 

  次に歳入についてご説明いたします。７ページをお開きください。 

  15款２項１目総務費国庫補助金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１億1,913万6,000円

につきましては、歳出で説明しました３つの事業に充当するものでございます。 

  16款２項２目民生費県補助金、生活困窮者灯油購入費助成事業費助成金は、歳出で説明しました

生活困窮者への灯油助成事業について、補助率２分の１を充当してございます。 

  19款２項１目財政調整基金繰入金によって、そのほかの財源調整を行ったものでございます。 

  説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（木村良博君） 説明が終わりました。 
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  これより質疑を行います。 

  成田議員。 

〇９番（成田博君） ８ページ、６款１項６目の農地費なんですけれども、先ほどの説明で、土地改

良区とだけありましたが、つがる市には西土地改良区、屏風山土地改良区、また大田光土地改良区

とかありますが、全てにおいて、適正にこれ補助を行うということでしょうか。 

  答弁願います。 

〇議長（木村良博君） 農林水産課長。 

〇農林水産課長（佐々木雅規君） おはようございます。本市を管轄している土地改良区は現在５つ

ございます。廻堰大溜池土地改良区、砂沢溜池土地改良区、西津軽土地改良区、大田光土地改良区、

屏風山土地改良区がございます。その５つの土地改良区に対しては補助する予定であります。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） ほかにありませんか。 

  山内議員。 

〇３番（山内勝君） おはようございます。私の方からは８ページ、７款１項１目18節の負担金及び

補助金の交付金について、物価高騰緊急対策の商品券についてです。商品券につきましては１人当

たり4,000円を支給するということでございますが、正確な人数とそれからＰＲ方法、また配布時期

についてご説明願いたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） 経済部長。 

〇経済部長（三上恒寛君） ただいまの商品券についてですが、商品券の人数ですが、対象見込みと

いたしましては２万2,200人を想定してございます。それから配布時期ですが、これから準備に入り

まして、５月の上旬から配達送付になりますので、配達をする予定でございます。それから周知方

法ですけども、これは郵送されることから、ＰＲというよりも周知ということで、ホームページと

か広報、それからＬＩＮＥを通じて周知したいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） 山内議員。 

〇３番（山内勝君） ありがとうございます。昨日のラジオそれから今朝の新聞等でも報道がありま

したので、大分ＰＲになっているんではないかなというふうに思いますけども、まだまだ知らない

人がいると思いますので、その辺ホームページ等、また口頭でもお知らせいただければ幸いと思い

ます。 

  またもう１つ財源の内訳についてですが、国庫と県からの繰り入れを予定していると思います。

今後さらなる物価上昇に陥ると思いますが、灯油代とかの助成がありますけども、国の補助縮小に

より価格が非常に上昇しつつある市民も大変だと思っておりますが、その辺、さらなる助成という
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ことを考えてございますでしょうか。 

〇議長（木村良博君） 経済部長。 

〇経済部長（三上恒寛君） ただいまのご質問ですが、今の商品券も灯油代等には使えるので、そち

らを当面は使っていただくということですが、財源でもありますので、これから国県のそういうふ

うな交付金等がございましたら、検討して参りたいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（木村良博君） ほかにありませんか。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（木村良博君） ないようですので質疑を終わります。 

  これで本臨時会に上程された議案に対する質疑を終結します。 

                                            

      ◎議案第１号～議案第２号の討論、採決 

〇議長（木村良博君） これより一括して討論を行います。 

            〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（木村良博君） ないようですので討論を終わります。 

  これより一括して採決します。 

  議案第１号及び議案第２号の２件は承認及び原案通り可決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（木村良博君） ご異議なしと認めます。 

  よって、ただいまの２件は承認及び原案の通り可決することに決定しました。 

                                            

      ◎閉会の宣告 

〇議長（木村良博君） 以上で本臨時会に付議された案件の審議はすべて終了しました。 

  これで本日の会議を閉じ、令和７年第１回つがる市議会臨時会を閉会します。 

                                   （午前１０時３２分） 
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会議の経過を記載して、その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 令和  年  月  日 

 

 

        議  長   木 村 良 博 

 

 

        署名議員   山 内   勝 

 

 

        署名議員   秋田谷 建 幸 
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